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姶良市複合新庁舎（本庁舎）建設基本・実施設計業務特記仕様書（案） 

 

姶良市複合新庁舎（本庁舎）建設基本・実施設計業務特記仕様書（以下「特記仕様書」とい

う。）は、姶良市が発注する姶良市複合新庁舎（本庁舎）建設に係る基本設計及び実施設計の業

務（以下「設計業務」という。）委託に適用する。 

 

１ 業務の名称 

  姶良市複合新庁舎（本庁舎）建設基本・実施設計業務 

 

２ 業務内容 

 ア 複合新庁舎（本庁舎）建設工事及びこれに附帯する工事等に係る基本設計及び実施設計 

 イ 複合新庁舎（本庁舎）建設敷地に現存する建築物の解体工事に係る実施設計 

 

３ 計画する施設の概要等 

(１) 施設名称 姶良市役所本庁舎 

(２) 建設敷地 姶良市宮島町 25 番地ほか 

(３) 施設用途 庁舎（国土交通省告示第 15 号別添二第四号第２類）及び附属棟 

 

４ 設計与条件 

(１) 敷地の条件 

ア 敷地面積 約 6,860㎡ 

イ 都市計画区域等 区域区分非設定都市計画区域 

ウ 用途地域 商業地域 

エ 建ぺい率 80／100 

オ 容 積 率 400／100 

カ 防火地域 指定なし（建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 22条区域） 

キ その他の区域等 人口集中地区（ＤＩＤ地区） 

ク 日影規制 対象外 

ケ 高さ制限 

(ア) 道路斜線 適用距離 20ｍ、斜線勾配 1.5 

(イ) 隣地斜線 立上 31ｍ、斜線勾配 2.5 

(ウ) 北側斜線 対象外 

コ 接続道路 

(ア) 南東側：市道 役場前通り線 幅員 7.7ｍ（拡幅改良予定） 

(イ) 南西側：市道 宮島本線 幅員 12.0ｍ（拡幅改良予定） 

(ウ) 北西側：市道 役場北通り線 幅員 6.0ｍ 
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(エ) 北東側：市道 役場東線 幅員 6.0ｍ 

(２) 施設の条件 

ア 庁舎の延床面積 概ね 12,000㎡ 

イ 主要構造 本業務により決定する。 

ウ 耐震安全性の目標 

  「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 19 年 12 月 18 日付国営計第 76 号、国営整

第 123号、国営設第 101号）による耐震安全性の分類は以下のとおりとし、本市の防

災拠点としてこれらの性能以上を確保するものとする。 

         棟別 

耐震安全性の項目 
庁舎棟 附属棟 

①構造体 Ｉ類 Ⅲ類 

②建築非構造部材 Ａ類 Ｂ類 

③建築設備 甲類 乙類 

エ 附属棟及び外構計画 本業務により決定する。 

(３) 建設の条件 

ア 建設工事費（概算）（附帯工事費、解体工事費を含まない。） 

約 6,000,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

イ 建設工期（予定） 

2021年８月から 2023年７月まで 

(４) 設計の条件 

ア 受注者は、本業務の遂行に当たり、工事施工に関わる工法選定を行う上で、汎用的な

工法を含めた検討を行うこと。また、施工業者が限定されるような特許取得工法等は

原則として活用しないものとする。 

イ 受注者は、本業務の遂行に当たり、建物のライフサイクルコストを考慮したコスト

管理を行うこと。 

ウ 市内に本店または支店のある施工業者にも工事に参画する機会が公平に与えられる

よう、工事発注の形態を視野に入れた設計上の工夫について検討すること。 

(５) 設計業務の期間 

 契約締結の翌日から 2021年５月 28日（金）まで（法令に基づく各種申請業務を含む。）

なお、基本設計は、2020年５月 29日（金）まで（パブリックコメントによる意見反映期

間を含む。）に完了すること。 

(６) その他の条件 

ア 受注者は、発注者と共に市民説明会等を実施すること。その際は、必要な資料等を作

成し、意見のとりまとめや設計への反映等について意欲的に取り組むこと。 

イ 本業務に関連し、本業務とは別に発注する、次の業務の受注者と協力体制をとり設

計すること。 
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(ア) 姶良市複合新庁舎オフィス環境整備支援業務委託（2019年度～2023年度予定） 

(イ) 庁舎周辺道路改良設計業務（発注時期未定） 

 

５ 業務仕様 

  本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（最終改

定平成 21 年４月１日国営整第 173 号）による。また、同共通仕様書に規定のない事項につ

いては、発注者と受注者の協議により決定することとする。 

(１) 設計業務の種類 

ア 基本設計 

 (ア) 建築（総合）基本設計に関する業務 

 (イ) 建築（構造）基本設計に関する業務 

 (ウ) 電気設備基本設計に関する業務 

 (エ) 機械設備基本設計に関する業務 

 (オ) 外構基本設計に関する業務 

イ 実施設計 

 (ア) 建築（総合）実施設計に関する業務 

 (イ) 建築（構造）実施設計に関する業務 

 (ウ) 電気設備実施設計に関する業務 

 (エ) 機械設備（昇降機含む）実施設計に関する業務 

 (オ) 外構実施設計に関する業務 

 (カ) 本庁舎建設敷地に現存する建築物の解体設計に関する業務 

(２) 設計業務の内容及び範囲 

 各業務に先立ち現況を十分に把握するために必要な現地調査等を実施し、その結果を

発注者に文書で報告すること。 

ア 基本設計 

(ア) 設計条件等の整理 

ａ 条件整理 

  姶良市複合新庁舎建設基本構想・基本計画（以下「構想・計画」という。）に基

づき、諸室機能及び耐震性能や設備機能の水準など様々な要求及び諸条件につい

て設計条件として整理する。 

ｂ 設計条件変更等の場合の協議 

  発注者から提示される要求の内容が不明確もしくは不適切な場合または内容に

相互矛盾がある場合または整理した設計条件に変更がある場合においては、発注

者に説明を求め、または発注者と協議する。 

(イ) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

ａ 法令上の諸条件の調査 
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  基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を

調査する。 

ｂ 建築確認申請に係る関係機関との打合せ 

  基本設計に必要な範囲で、建築確認申請等を行うために必要な事項について関

係機関と事前に打合せを実施する。 

(ウ) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の配給状況

について調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 

(エ) 基本設計方針の策定 

ａ 総合検討 

  設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめて

いく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。総合

検討に際し、以下の項目について整理し、基本設計方針策定の経緯を明確にする

こと。 

(ａ) 法規制、敷地面積、形状、接続道路などの建設敷地に係る前提条件 

(ｂ) 周辺の公共施設及び道路等の現況把握と整備方針 

(ｃ) 構想・計画第７章に示す複合新庁舎（本庁舎）建設の基本方針と機能 

(ｄ) 構想・計画第８章に示す複合新庁舎（本庁舎）等の規模 

(ｅ) 建設敷地における配置計画（複数案による比較検討を含む。） 

(ｆ) 新庁舎竣工までの事業スケジュール 

ｂ 基本設計方針の策定及び発注者等への説明 

  総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、発注者に対して説明する。 

(オ) 基本設計図書の作成 

基本設計方針に基づき、発注者と協議の上、基本設計図書を作成する。作成に際し

ては、発注者との協議内容のほか、４(６)ア及びイに示す市民意見や関連業務における

検討結果等を反映させること。 

(カ) 概算工事費の検討 

基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事

に通常要する費用を概算し、工事費概算書（工事費内訳明細書、数量調書等を除く。

以下同じ。）を作成する。 

(キ) 基本設計内容の発注者等への説明等 

基本設計を行っている間、発注者に対して、作業内容や進捗状況等を報告し、必要

な事項についての発注者の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時

点において、基本設計図書を発注者に提出し、発注者に対して設計意図（当該設計に

係る受注者の考えをいう。以下同じ。）及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 

イ 実施設計 
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(ア) 要求の確認 

ａ 発注者への要求の確認 

実施設計に先立ちまたは実施設計期間中、発注者の要求等を再確認し、必要に応

じ、設計条件の修正を行う。 

ｂ 設計条件の変更等の場合の協議 

  基本設計の段階以降の状況の変化によって発注者の要求等に変化がある場合、

施設の機能、規模、予算など基本的条件に変更が生じる場合、または既に設定し

た設計条件を変更する必要がある場合においては、発注者と協議する。 

(イ) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

ａ 法令上の諸条件の調査 

  建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に

即した詳細な調査を行う。 

ｂ 建築確認申請に係る関係機関との打合せ 

実施設計に必要な範囲で、建築確認申請等を行うために必要な事項について関

係機関と事前に打合せを行う。 

(ウ) 実施設計方針の策定 

ａ 総合検討 

  基本設計に基づき、意匠、構造、設備及び外構の各要素について検討し、必要に

応じて業務体制、業務工程等を変更する。 

ｂ 実施設計のための基本事項の確定 

  基本設計の各段階以降に検討された事項のうち、発注者と協議して合意に達し

ておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要

があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 

ｃ 実施設計方針の策定及び発注者等への説明 

  総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、発注

者に説明する。 

(エ) 実施設計図書の作成 

ａ 実施設計図書の作成 

  実施設計方針に基づき、発注者と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討

等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工

者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等

の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報（工法、工事監理の

方法、施工管理の方法等）を具体的に表現する。 

ｂ 建築確認申請図書の作成 

  関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申

請図書を作成する。 
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(オ) 概算工事費の検討 

 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工

事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。 

(カ) 実施設計内容の発注者への説明等 

実施設計を行っている間、発注者に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な

事項について発注者の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点に

おいて、実施設計図書を発注者に提出し、発注者に対して設計意図及び実施設計内容

の総合的な説明を行う。 

ウ 本業務に含まれるその他の業務 

(ア) 工事費の概算 

(イ) 概略工事工程表の作成 

(ウ) 建築確認申請等手続（手数料の納付は含まない） 

(エ) 関係法令等に基づく各種申請手続（手数料の納付は含まない） 

ａ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する適合性判定 

ｂ 建築物構造性能評価（免震構造等）及び免震構造計算適合性判定（大臣認定）に

係る資料作成及び申請手続（免震構造を採用した場合に限る。） 

(オ) 長期保全計画書の作成 

(カ) バーチャルリアリティ（ＶＲ）の作成 

別紙「バーチャルリアリティ（ＶＲ）作成業務特記仕様書」参照 

(キ) 電波障害調査及び報告書の作成 

別紙「電波障害予測調査業務特記仕様書」参照 

(ク) 測量調査及び報告書の作成 

別紙「測量調査業務特記仕様書」参照 

(ケ) その他本業務に必要な業務については、発注者と受注者が協議のうえ定めるもの

とする。 

 

６ 業務の実施 

(１) 一般事項 

ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 

イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 

ウ 積算業務は、担当職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 

エ 発注者の指示により「設計説明書」に必要事項を記入の上、関連する資料とともに発

注者に提出する。 

オ 受注者は、基本設計業務の成果を基本設計図書等にまとめ、発注者の承諾を得た上

で実施設計業務に着手することとする。 

カ 受注者は、業務の実施に際し、関係法令等を遵守すること。 
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キ 受注者は、業務の実施に際し、業務の意図や目的を十分に理解した上で、適切に人員

を配置すること。 

ク 受注者は、発注者に対して業務の進捗等について定期に報告すること。 

ケ 業務の実施に関する疑義は、書面により提出するものとする。 

コ 業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。特に、設計内訳書については

慎重に取り扱うこと。 

サ 受注者は、契約締結後、着手届、管理技術者届、業務工程表、その他必要な書類を遅

滞なく提出し、速やかに業務に着手しなければならない。 

(２) 業務計画書 

ア 受注者は、契約締結後 14日以内に業務計画書を作成し、発注者に提出しなければな

らない。 

イ 業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。なお、業務計画

書は任意様式とする。 

(ア) 業務概要 

(イ) 実施方針 

(ウ) 業務工程 

(エ) 実施体制及び組織図 

管理技術者、各主任技術者及び担当技術者の一覧表及び経歴書を添付すること。

また、協力者がある場合は、協力者の概要及びその技術者の一覧表を添付すると。 

(オ) 打合せ計画 

(カ) 連絡体制（緊急時含む）  

(キ) その他契約者が必要とする事項 

ウ 業務計画書に記載する内容を追加または変更する場合には、発注者に対し、当該変

更に係る部分を書面にて提出すること。 

(３) 打合せ及び議事録 

 業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は業務計画書の内容を確認する

とともに、設計条件等の疑義などについて打合せを行い、その内容については受注者が

記録し、発注者の確認を得ることとする。議事録は、発注者指定の様式に添付し、提出す

る。 

(４) 引渡し前における成果品の使用等 

 仕様書に規定する場合または受注者が承諾した場合は、履行期間中においても成果品

の全部または一部を使用することができる。 

(５) 検査 

受注者は、業務が終了したときは、委託業務終了届とともに成果品を提出し、発注者の

検査を受けることとする。 

(６) 適用基準等 



 

- 8 - 
 

 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合す

るよう本業務を遂行しなければならない。本業務は、建築基準法その他関係法令及びこ

れらに基づく条例等の規定など、下記基準によるものとする。また、特記なき場合は、国

土交通省大臣官房官庁営繕部が制定若しくは監修する基準等を適用するものとし、業務

期間における最新版を採用する。 

ア 共通 

(１) 官庁施設の基本的性能基準 

(２) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

(３) 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

(４) 災害拠点建築物の設計ガイドライン（案） 

(５) 官庁施設の環境保全性基準 

(６) 官庁施設の環境保全性に関する基準（グリーン庁舎基準） 

(７) 官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 

(８) 省エネルギー建築設計指針 

(９) 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

(10) 官庁施設の防犯に関する基準 

(11) 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（営繕業務編） 

(12) 建築設計業務等電子納品要領 

(13) 公共建築設計業務委託共通仕様書 

(14) 建築設計図書作成基準 

(15) 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン 

イ 建築 

(１) 営繕事業のプロジェクトマネジメント要領 

(２) 官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 

(３) 建築工事における建設副産物管理マニュアル 

(４) 建築設計基準 

(５) 建築設計基準の資料 

(６) 建築構造設計基準 

(７) 建築構造設計基準の資料 

(８) 公共建築工事標準仕様書 

(９) 公共建築改修工事標準仕様書 

(10) 鉄筋コンクリート構造配筋要領 

(11) 鉄骨設計標準図 

(12) 表示・標識標準 

(13) 敷地調査共通仕様書 

(14) 木造計画・設計基準 
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(15) 木造計画・設計基準の資料 

(16) 木造建築工事標準仕様書 

(17) 擁壁設計標準図 

(18) 鹿児島県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 

(19) 鹿児島県における特定建設資材に係る分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源

化等の実施に関する指針 

ウ 建築積算 

(１) 官庁施設の設計業務等積算基準 

(２) 公共建築工事標準書式 

(３) 公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 

(４) 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 

(５) 公共建築工事積算基準 

(６) 公共建築工事共通費積算基準 

(７) 公共建築工事標準単価積算基準 

(８) 公共建築工事数量積算基準 

(９) 鹿児島県建築工事積算基準 

(10) 鹿児島県建築工事共通費積算基準 

エ 設備 

(１) 公共建築工事標準仕様書（電気・機械設備工事編） 

(２) 公共建築設備工事標準図 

(３) 建築設備計画基準 

(４) 建築設備設計基準 

(５) 建築設備工事設計図書作成基準 

(６) 排水再利用・雨水利用システム計画基準 

(７) 建築設備耐震設計・施工指針 

(８) 建築設備設計計算書作成の手引 

(９) 建築改修工事標準仕様書（電気・機械設備工事編） 

(10) 鹿児島県建築工事共通費積算基準 

オ 設備積算 

(１) 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） 

(２) 公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 

(３) 公共建築設備数量積算基準 

カ 外構 

(１) 土木工事共通仕様書 

(２) 設計業務等共通仕様書 

(３) 土木工事請負必携 
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(４) 土木工事標準歩掛 

(５) 構内舗装・排水設計基準 

(６) 鹿児島県土木工事共通仕様書 

(７) 鹿児島県土木請負工事必携 

(８) 鹿児島県用地測量等共通仕様書 

(９) 鹿児島県設計業務等共通仕様書 

(10) 鹿児島県施工管理業務委託等共通仕様書 

(７) 資料の貸与及び返却 

本業務の遂行に際し必要な資料等は、委託業務開始時に貸与し、委託業務終了時に返却

することを条件とする。貸与資料及び貸与場所は、打合せにより決定することとする。 

(８) 成果品の提出先及び提出期限 

  ア 提 出 先 姶良市総務部行政管理課庁舎建設係 

 イ 提出期限 基本設計は契約締結の翌日から 2020年５月 29（金）まで 

実施設計は基本設計完了より 2021年５月 28日（金）まで 

 

７ 成果品 

  成果品は下表に掲げるものを基本とし、６(８)により提出するものとする。また、下表に記

載のない図書を適宜追加してもよい。 

(１) 基本設計 

ア 基本設計方針の策定に関する成果品一覧表 

内容 提出部数等 

基本設計方針説明書 １部 

※Ａ４ファイル綴じ 

設計、配置及びデザインのコンセプト並びに設計条件に関す

る検討書 

１部 

各案の比較検討書 １部 

設計図書等 

 建築物の規模及び配置計画 

 諸室の規模及び配置計画 

 建築設備計画 

 外構計画 

 敷地及び建築物内の動線計画 

 事業費概算書 

 工程計画 

 構造計画 

 地震対策検討書 

各１部 

※Ａ４ファイル綴じ 
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電子データ 

（成果品の電子データを CD-Rまたは DVD-Rに納めたもの） 

１部 

イ 基本設計に関する成果品一覧表 

内容 提出部数等 

基本設計図書 

※下表ウに掲げるもの 

３部 

※Ａ３版を基本とす

る 

※製本等の提出方法

は発注者の指示によ

る 

打合せ記録簿 １部 

※Ａ４サイズのファ

イルに綴じる 

※Ａ３用紙折込み可 

設計意図説明書 

事業工程表 

工事工程表 

工事費概算書 

長期保全計画書（概要書） １式 

バーチャルリアリティ（ＶＲ）及び透視図 １式 

電波障害調査報告書 １式 

測量調査報告書 １式 

電子データ 

（成果品の電子データを CD-Rまたは DVD-Rに納めたもの） 

１部 

【注意事項】 

１ 長期保全計画書は、基本設計完成時における仕様・設備等により概要版として作

成する。 

２ バーチャルリアリティ（ＶＲ）、電波障害調査報告書、測量調査報告書は基本設

計完成時における成果品を提出する。 

３ 電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品ガイドライン」

及び「建築設計業務等電子納品要領」による。 

４ 電子データ等の提出に際し、最新のウイルスチェックを行うこと。 

ウ 基本設計図書成果品一覧表 

設計種別 成果図書 

１ 総合 (１) 計画説明書 

(２) 仕様概要書 

(３) 特記仕様書 

(４) 仕上概要表 
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(５) 面積及び求積図 

(６) 敷地案内図 

(７) 各階平面図 

(８) 断面図 

(９) 立面図 

(10) 仮設計画概要書 

２ 構造 (１) 構造計画概要書 

(２) 構造設計概要書 

３ 設備 (ⅰ) 電気設備 (１) 電気設備計画説明書 

(２) 電気設備設計概要書 

(３) 各種技術資料 

(ⅱ) 給排水衛生設備 

 

(１) 給排水衛生設備計画説明書 

(２) 給排水衛生設備設計概要書 

(３) 各種技術資料 

(ⅲ) 空調換気設備 

 

(１) 空調換気設備計画説明書 

(２) 空調換気設備設計概要書 

(３) 各種技術資料 

(ⅳ) 昇降機 

 

(１) 昇降機計画説明書 

(２) 昇降機設計概要書 

(３) 各種技術資料 

４ 外構 (１) 外構計画説明書 

(２) 外構設計概要書 

５ その他 (１) 防災計画書 

(２) コスト縮減計画書 

(３) 建築物の環境配慮に係る計画書 

(４) その他発注者が指示するもの 

【注意事項】 

１ 建築物の計画に応じて作成されない図書がある場合がある。 

２ 設計種別における「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及

び設備に関する設計をいい、「２ 構造」及び「３ 設備」に係る設計図書が「１ 

総合」に含まれる場合がある。 

３ 成果図書における「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含

む。 

４ 成果図書における「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 

 

(２) 実施設計 



 

- 13 - 
 

ア 実施設計に関する成果品一覧表 

内容 提出部数等 

設計業務実施計画書 設計委託概要、業務工程表 １部 

実施設計図書 

※下表イに掲げるもの 

Ａ１用紙二つ折り製本 ３部 

Ａ３縮小二つ折り製本 ５部 

積算図書 積算数量算出書 １部 

※Ａ４サイズのファイ

ルに綴じる 

積算数量調書 

工事費内訳明細書 

工事費算出根拠資料 

年度別概算工事費内訳書 

各種技術資料 

工程表 工事及び諸手続等の工程表 １部 

計算書等 構造計算書 各１部 

※Ａ４サイズのファイ

ルに綴じる 

設備設計計算書 

省エネルギー関係計算書 

各種届出等 建築確認申請図書 

※建築確認申請提出に伴う許認

可申請書等を含む。 

各１部 

構造安全性能評価申請図書 

建築物エネルギー消費性能適合

性判定申請図書 

その他法・条例等申請図書 

長期保全計画書  ３部 

電波障害調査報告書  ３部 

測量調査報告書  ３部 

完成予想図 バーチャルリアリティ（ＶＲ）及

び透視図 

１式 

設計報告書 打合せ記録簿、定例会議資料含む ３部 

※Ａ４サイズのファイ

ルに綴じる 

各種技術資料  １部 

※Ａ４サイズのファイ

ルに綴じる 

図面データ JW-CAD(.jww)、SFC、PDF １式（CD-R、DVD-R） 

電子データ 成果品の電子データを CD-R また １式（CD-R、DVD-R） 
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は DVD-Rに納めたもの 

【注意事項】 

１ 解体の実施設計図書は、別冊とする。 

２ 電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品ガイドライン」

及び「建築設計業務等電子納品要領」による。 

３ 電子データ等の提出に際し、最新のウイルスチェックを行うこと。 

イ 実施設計図書成果品一覧表 

設計種別 成果図書 

１ 総合 (１) 建築物概要書 

(２) 特記仕様書 

(３) 仕上表 

(４) 面積及び求積図 

(５) 敷地案内図 

(６) 配置図 

(７) 平面図（各階） 

(８) 断面図 

(９) 立面図（各面） 

(10) 矩計図 

(11) 天井伏図（各階） 

(12) 展開図 

(13) 平面詳細図 

(14) 部分詳細図 

(15) 建具表 

(16) 工事費概算書 

(17) 各種計算書 

２ 構造 (１) 特記仕様書 

(２) 構造標準図 

(３) 伏図（各階） 

(４) 軸組図 

(５) 部分断面表 

(６) 部分詳細図 

(７) 構造計算書 

(８) 工事費概算書 

３ 設備 (ⅰ) 電気設備 (１) 特記仕様書 

(２) 敷地案内図 

(３) 配置図 
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(４) 受変電設備図 

(５) 非常電源設備図 

(６) 幹線系統図 

(７) 電灯、コンセント設備平面図（各階） 

(８) 動力設備平面図（各階） 

(９) 通信・情報設備系統図 

(10) 通信・情報設備平面図（各階） 

(11) 火災報知等設備系統図 

(12) 火災報知等設備平面図（各階） 

(13) 屋外設備図 

(14) 工事費概算書 

(15) 各種計算書 

(ⅱ) 給排水衛生設備 

 

(１) 特記仕様書 

(２) 敷地案内図 

(３) 配置図 

(４) 給排水衛生設備配管系統図 

(５) 給排水衛生設備配管平面図（各階） 

(６) 消火設備系統図 

(７) 消火設備平面図（各階） 

(８) 排水処理設備図 

(９) その他設置設備設計図 

(10) 部分詳細図 

(11) 屋外設備図 

(12) 工事費概算書 

(13) 各種計算書 

(ⅲ) 空調換気設備 

 

(１) 特記仕様書 

(２) 敷地案内図 

(３) 配置図 

(４) 空調設備系統図 

(５) 空調設備平面図（各階） 

(６) 換気設備系統図 

(７) 換気設備平面図（各階） 

(８) その他設置設備設計図 

(９) 部分詳細図 

(10) 屋外設備図 

(11) 工事費概算書 
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(12) 各種計算書 

(ⅳ) 昇降機 

 

(１) 特記仕様書 

(２) 敷地案内図 

(３) 配置図 

(４) 昇降機平面図 

(５) 昇降機断面図 

(６) 部分詳細図 

(７) 工事費概算書 

(８) 各種計算書 

４ 外構 (１) 囲障・外柵塀等平面図・詳細図 

(２) 造園植栽平面図・詳細図 

(３) 舗装等平面図・詳細図 

(４) 雨水排水流出抑制平面図・詳細図 

(５) 工事費概算書 

(６) 各種計算書 

５ その他 (１) 防災計画書 

(２) コスト縮減計画書 

(３) 建築物の環境配慮に係る計画書 

(４) その他発注者が指示するもの 

【注意事項】 

１ 建築物の計画または解体工事の内容に応じて、作成を要さない図書がある場合が

ある。 

２ 設計種別における「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及

び設備に関する設計をいい、「２ 構造」及び「３ 設備」に係る設計図書が「１ 

総合」に含まれる場合がある。 

３ 成果図書における「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含

む。 

(３) 納品等に関する事項 

ア 成果品は、製本による設計図書及び電子納品による。 

イ 製本する設計図書は、原則としてＡ１サイズ横、Ａ３サイズ横、左綴じ製本とする。 

ウ 使用する言語は日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、単位は計量法（平成４年法

律第 51号）に定めるものとする。 

エ 電子納品は、CD-R 又は DVD-R に件名を表示して提出すること。内容は「官庁営繕事

業に係る電子納品ガイドライン」及び「建築設計業務等電子納品要領」に基づき作成

するものとする。 

オ 成果品の著作権等は、本市に帰属するものとする。 
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(４) その他 

ア 本特記仕様書に関して疑義のある場合は、発注者と協議の上定めることとする。 

イ 本特記仕様書は、委託業務の概要を示すものであり、委託契約段階において発注者

と受注者の合意により追加、修正等を行う場合がある。 


